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みやぎ生協めぐみ野杯 U-12 サッカーリーグ 2025 実施要項 

 

1 名 称 みやぎ生協めぐみ野杯 宮城県 U-12 リーグ 2025  

 

２ 主 催 一般社団法人 宮城県サッカー協会 公益財団法人 日本サッカー協会  

 

３ 主 管 一般社団法人 宮城県サッカー協会４種委員会  

特別協賛  みやぎ生協 

 

4 期 間 令和 7 年 4 月～令和 7 年 11 月末  

前期リーグ： 4 月 12 日～6 月 15 日まで  

各地区リーグ 1 位決定戦 7 月 13 日 松島 FBC P2  

後期リーグ： ９月～11 月 23 日まで  

期末入れ替え戦 11 月 29 日～11 月 30 日 or12 月 6 日～7 日※会場確定後通知 

 

５ 会 場  

・出場チームにより決定  

・各地区リーグの会場環境の公平さを期すため、運営側で会場を確保して提供する場合もあります。  

 

6 参加資格  

（１）参加チーム  

・JFA に 4 種登録をしているチーム及び選手で構成されていること。  

・リーグ戦に参加したチームは、U-12 選手権宮城県大会予選の参加資格を得る。  

・リーグ開幕戦の前日までに事務局並びに所属するリーグの競技部長に提出した選手であること。  

（登録選手数に制限は設けない）  

・リーグ開幕戦に間に合わない新規登録及び移籍選手については，追加登録手続きが完了した段階でエント

リー表を所属する地区の競技部長並びに事務局に送付する。  

・試合会場に選手証を持参すること。  

・選手登録の確認は、リーグ開幕初戦において対戦相手同士で確認をすること。また、追加登録選手がいる

場合は、エントリー後の直近の試合前に確認を行う。  

・同一チームから複数チームの参加が可能である。以下条件を満たすこと  

① 複数チームをエントリーする場合、両チームが別会場で試合が行われる場合においても、責任を持

って引率・参加(審判含む)すること。 

② 前期期間中に同一チーム内での選手の入替えは認めない。後期が開始される前の同チーム内での選

手の入替えを認める。後期開始後も同様に同一チーム内での選手の入れ替えは認めない。なお、昇

格残留戦も含めることとする。 

③ セカンドチーム以下は 2 部以上に昇格することはできない。or セカンドチーム以下は地区リーグ

から昇格できない。  

・日本サッカー協会登録チームから別のチームへの移籍はこの限りではない。  

・合同チームの取り扱いは以下とする  

※合同チームは参加不可  

・チームベンチに入ることができる役員の数を 3 名以内とし、全役員が D 級ライセンス以上を有すること。

ただし、指導者資格を有しない救護要員または帯同審判員がベンチ（３名以内の範囲で 内１名は必ず資格

を有していること。）に入る場合は、選手等に対して戦術に関わる一切の指示は行わないものとする。  

※指導者資格証明書（電子証明書または紙媒体による）を試合の都度携行すること。  
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※資格保有の確認を受けた際には提示すること。（登録選手の確認に併せて審判員による確認を 行うこ

と。）  

（2）出場選手  

各試合のエントリー選手は当日 16 名とし、試合開始 30 分前までに、メンバー表を審判と対戦チームに

提出する。（自由な交代）  

※試合終了後、審判からメンバー表を 1 部返却してもらうこと。 

  

7 参加チーム  

・前期：1 部（8 チーム）・2 部北（8 チーム）・2 部南（8 チーム）・4 地区リーグ（3 部）  

・後期：1 部（8 チーム）・2 部北（8 チーム）・2 部南（8 チーム）・4 地区リーグ（3 部）  

・４地区リーグ：参加希望チーム数  

 

8 競技方法  

・大会実施年度の日本サッカー協会「サッカー競技規則並びに 8 人制サッカー競技規則」による。  

・ピッチサイズ：縦 68ｍ、横 50ｍを推奨する。  

・試合時間 40 分（前・後半 20 分）、ハーフタイムのインターバル 5 分。  

・順位決定：勝点（勝利 3 点、引き分け 1 点、敗戦 0 点）の合計が多いチームを上位とし、順位を決定す

る。ただし、勝ち点合計が同じ場合は次の各項の順序にて順位を決定する。 

① 得失点差  

② 総得点 

③ 当該チーム同士の対戦成績 

④ 抽選  

※不戦敗の場合のスコアは，該当試合日の全日程終了時の最多得失点差のスコアとする。  

・大会期間中に，警告を 2 回受けた競技者は，次のリーグ戦 1 試合に出場できない。  

・警告・退場があった場合は、該当チームがリーグ競技部長並びに事務局に報告すること。  

・警告累積退場の出場停止の消化は，同一リーグ内（1 部、2 部、4 地区リーグ）のみ  

・背番号は試合毎に変更を可とする。  

・ただし、当日登録した選手と異なる選手の代理出場は認めない。（故意に行った場合の対処は、事務局にて

決定） 

  

9 昇降格について  

・中間入れ替え戦  

1 部 7 位～8 位は 2 部北・南に自動降格  

2 部北 1 位・南 1 位は 1 部に自動昇格  

2 部北・南 7 位～8 位は 3 部（4 地区リーグ）に自動降格  

3 部（4 地区リーグ 1 位）は 2 部北・南に自動昇格 

  

・期末入れ替え戦  

1 部 8 位は 2 部北・南に自動降格  

1 部 7 位・2 部北 1 位・2 部南 1 位の 3 チームによる昇格決定戦  

2 部北・南 7 位～8 位は 3 部（4 地区リーグ）に自動降格  

3 部（4 地区リーグ 1 位）は 2 部北・南に２０２６年度 自動昇格  

※チーム事情により次年度の昇格を辞退または降格を望む場合は 10 月 30 日までに所属するリーグ戦事務

局へ報告する。（ヒアリングあり） 

 

10 競技者の用具  
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・本競技会に登録した正・副 2 組のユニフォーム（シャツ、ショーツ及びソックス）を試合会場に持参し、

いずれかを着用しなければならない。  

・正・副の 2 色については明確に異なる色とする。  

・主審は、対戦するチームのユニフォームの色彩が類似しており判別しがたいと判断したときは、両チーム

の立ち会いのもとに、その試合において着用するユニフォームを決定する。  

・前項の場合、主審は、両チームの各２組のユニフォームのうちから、シャツ、ショーツ及びソックスのそ

れぞれについて、判別しやすい組み合わせを決定することができる。  

・ソックスにテープまたはその他の材質のものを貼り付ける、または外部に着用する場合、ソックスと同色

でなくても良い。  

・アンダーシャツの色は問わない。ただし原則としてチーム内で同色のものを着用する。  

・アンダーショーツおよびタイツの色は問わない。ただし原則としてチーム内で同色のものを着用する。  

・上記以外のユニフォームに関する事項は、日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に則る。  

 

11 審判員  

・帯同審判員による 1 人制審判とする。（主審 1 名、補助審判 1 名。）  

・ただし、地区リーグにおける新規審判員の活動環境を考慮して、あくまで新規審判員の育成を目的として

地区リーグでの審判の運用は各地区リーグに一任します。（一例：3 人制審判の採用や経験値のある有資格

者審判員の補助のもと行うなど）  

・『高温多湿の環境下』や『WBGT に基づく環境下』での試合で熱中症の心配がある場合は，クーリングブ

レイクを設ける。  

・積極的なグリーンカードの使用（唯一、少年サッカーに与えられた権利として期を逃さず使用する心構え

を持っていただきたい。）※上記は使用の乱発を意味するものではありません。 

  

12 表 彰  

・11 月 29 日 or30 日または 12 月 6 日 or7 日表彰を行う。 【会場は調整中】以下の該当チームは参加対

象とする。※グラウンド確保状況によって確定後通知。  

・1 部優勝チーム･･･（表彰式参加）  

・2 部北・南優勝チーム･･･（表彰式参加）  

・4 地区リーグ優勝チーム･･･・・・・（表彰式参加）  

・4 地区リーグ敢闘賞チーム・・・・・（地区にて表彰）  

① 石巻・県北・大崎･･･２枠 

② 青葉・宮城野・若林･･･２枠 

③ 中央・泉・・・２枠 

④ 仙南・太白・・・２枠  

 

13 参加申込  

別紙様式エントリー表に必要事項を記入の上，期日厳守で電子メールにて所属する地区競技部長並びに下

記リーグ戦事務局に必要資料を添付して報告すること。  

1 部・2 部 千田  

中央・泉・石巻・県北・大崎 渡邊 

仙南・太白・青葉・宮城野・若林 髙橋 

 

14 会 議  

・リーグ戦概要レギュレーション説明会･････3 月 16 日（日） 19：00～  

形式：オンライン ※希望チームのみ  

・リーグ戦参加チーム対象指導者研修会･････7 月下旬～8 月中旬にて ※確定後通知  
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・リーグ戦各地区会計担当者説明会･････ ･･ ･7 月中に開催予定 ※確定後通知 

 

15 U12 選手権について  

・リーグ戦参加チームが U12 選手権への参加権利を得る。 ※確定後通知  

・1 部・2 部のチームはシード枠を与える。 ※確定後通知 

 

１6 その他  

出場チームは、「警告・退場カード」をチーム責任者が管理し、試合時に持参。試合前に審判に提出し、試合

終了後に審判の確認を受けたうえで、自チームの分を受け取り持ち帰ること。 

 

１7 感染症対策について  

・大会参加にあたり、感染対策責任者は各チーム代表者とする。  

・当日、発熱などの諸症状がある場合は参加を控える。  

・学年及び学級閉鎖などによる場合の選手の取り扱いは、各関係機関の指示に従うこと。 

 

18 運営について  

各リーグにおいて、試合当日の運営担当の分担を明確にして行う事。  

※運営（会場）担当の一例は、リーグ戦運営マニュアルを参照 

 

19 参加費について  

1 部・2 部チーム前期：10,000 円 後期 10,000 円  

4 地区リーグ参加費 ：前期 5,000 円 後期 5,000 円 

※前期  

1 部・2 部チームは各自で振り込みください。  

4 地区リーグ参加チームは 各ブロックでまとめて 4 月 10 日まで振り込みください。  

※後期  

1 部・2 部チームは各自で振り込みください。  

4 地区リーグ参加チームは 各ブロックでまとめて 8 月 20 日まで振り込みください。  

【参加費徴収の目的】  

・昨今の国内情勢を鑑み、補助金に頼らない独立したリーグ戦開催を目指すため 

・各地区など（ブロックやチームの個別費）の経費に頼らず、リーグ戦費としての支出を一括管理する

ため 

・各地区の試合環境を平均化して、選手達の試合環境に還元するため 

・将来的な構想として、幅のある表彰対象を確立して、選手個々のモチベーションアップやスキルアッ

プに繋げるため 

 


